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熊本県告示第１８１号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２１年３月１０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名 供 用 を 開 始 す る 区 間 延  長 

(メートル) 

備 考

主要地方道 高森波野線 阿蘇郡高森町大字尾下字西奥田 

          １３２４番２地先から 

同所 

          １３２４番２地先まで 

   18.0 ２０災

補道 

２ 供用を開始する期日 平成２１年３月１０日 
 

 
熊本県告示第１８２号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 

第１１７８７号 

平成 21 年 3 月 10 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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 その関係図面は、平成２１年３月１０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名 供 用 を 開 始 す る 区 間 延  長 

(メートル) 

備 考

一般国道 ２１２号 阿蘇市山田字端辺 

    ２０９０番４地先から 

同所 

    ２０９０番７０３地先まで 

   203.0 

主要地方道 天瀬阿蘇線 阿蘇市山田字端辺 

    ２０９０番４地先から 

同所 

    ２０９０番４地先まで 

    88.2 

主要地方道 阿蘇公園菊

池線 

阿蘇市山田字端辺 

    ２０９０番７０３地先から 

同所 

    ２０９０番７０３地先まで 

   173.0 

緊道整

Ｂ 

２ 供用を開始する期日 平成２１年３月１１日 
 

 
熊本県告示第１８３号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２１年３月１０日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２１年３月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  9.9 

  ～ 

 20.3  

 

 436.0 

  

宇城市三角町中村字金桁 

    ５８番１地先から 

同町前越字小金桁 

    ２１８２番１地先まで  

後

 14.5 

  ～ 

 57.9  

 

 436.0 

交安統

合 

 

前

 10.0 

  ～ 

 11.0 

 

  37.3 

一般国道 ２６６号 

上天草市松島町合津字稲戸 

  ４７０５番１地先から 

同所 

  ４７０６番１地先まで  

後

 10.5 

  ～ 

 11.2 

 

  37.3 

やさ道

交１国 

 

前

  6.0 

  ～ 

 11.2 

 

  22.5 

一般県道 清和砥用

線 

下益城郡美里町大字洞岳字阿

芹場 

  ２９２６番４地先から 

同町大字洞岳字北受 

  ２７０９番３地先まで 

 

後

  6.0 

  ～ 

 26.4 

 

  22.5 

１９災

補橋 

２ 区域を変更する期日 平成２１年３月１０日 
 

 
熊本県告示第１８４号 
 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第２６条第２項の規定に基づき、熊本県私立
学校審議会の意見を聴いて、熊本県知事の所轄に属する学校法人及び同法第６４条第４項
の法人の行うことのできる収益事業の種類（平成１２年熊本県告示７９９号）の全部を次
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のように改正し、告示の日から施行する。 
  平成２１年３月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   熊本県知事の所轄に属する学校法人及び私立学校法第６４条第４項の法人の行うこ 
   とのできる収益事業の種類 
第１条 私立学校法第２６条第１項の規定により熊本県知事の所轄に属する学校法人及び 
 同法第６４条第４項の法人の行うことのできる収益事業（当該学校法人の設置する学校 
 の教育の一部として又はこれに付随して行われる事業を除く。以下「収益事業」という。 
 ）は、次条に掲げるものであって、次の各号のいずれにも該当しないものでなければな 
 らない。 
  (１) 経営が投機的に行われるもの 
  (２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号 
    ）第２条各項（第２項及び第３項を除く。）に規定する営業及びこれらに類似する方 
  法によって経営されるもの 
  (３) 規模が当該学校法人の設置する学校の状態に照らして不適当なもの 
  (４) 自己の名義をもって他人に行わせるもの 
  (５) 当該学校法人の設置する学校の教育に支障のあるもの 
  (６) その他学校法人としてふさわしくない方法によって経営されるもの 
第２条 収益事業の種類は、日本標準産業分類（平成１９年総務省告示第６１８号）に定 
 めるもののうち、次に掲げるものとする。 
  (１) 農業、林業 
  (２) 漁業 
  (３) 鉱業、採石業、砂利採取業 
  (４) 建設業 
  (５) 製造業（「武器製造業」に関するものを除く。） 
  (６) 電気・ガス・熱供給・水道業 
  (７) 情報通信業 
  (８) 運輸業、郵便業 
  (９) 卸売業、小売業 
  (１０) 保険業（「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。） 
  (１１) 不動産業（「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。）、物品賃貸業 
  (１２) 学術研究、専門・技術サービス業 
  (１３) 宿泊業、飲食サービス業（「料亭」、「酒場、ビヤホール」及び「バー、キャ 
    バレー、ナイトクラブ」に関するものを除く。） 
  (１４) 生活関連サービス業、娯楽業（「遊技場」に関するものを除く。） 
  (１５) 教育、学習支援業 
  (１６) 医療、福祉 
  (１７) 複合サービス事業 
  (１８) サービス業（他に分類されないもの） 
第３条 収益事業の種類を寄附行為に記載する場合には、日本標準産業分類の名称を例と 
 して具体的に記載するものとする。 

 
 
熊本県告示第１８５号 
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１
項の規定により急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定したので、同条第３項の規定によ
り公示する。 
  平成２１年３月１０日 
                              熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 中谷地区急傾斜地崩壊危険区域 
  次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱９号までを順次結んだ線及び標柱９号と標 
 柱１号を結んだ線に囲まれた土地の区域 

標柱番号 郡 市 町 村  字 番 地 

      １ 

       ２ 

       ３ 

       ４ 

       ５ 

       ６ 

       ７ 

       ８ 

       ９ 

山鹿市 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

鹿央町 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

仁王堂 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

上の原 

〃 

〃 

〃 

〃 

中 谷 

〃 

〃 

〃 

３５７ 

３５４ 

３４７－２ 

３２５ 

  〃 

３１０ 

２８２ 

２７９－２ 

２６９－３ 
２ 本村１地区急傾斜地崩壊危険区域 
  次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱７号までを順次結んだ線及び標柱７号と標 
 柱１号を結んだ線に囲まれた土地の区域 
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標柱番号 郡 市 町 村  字 番 地 

      １ 

       ２ 

       ３ 

       ４ 

       ５ 

       ６ 

       ７ 

山鹿市 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

鹿央町 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

霜 野 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

高 橋 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

１４２９ 

１４１７ 

１４１３ 

１３１３ 

１４１０ 

１４０１ 

１３９９－１ 
３ 西屋敷地区急傾斜地崩壊危険区域 
  次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱１０号までを順次結んだ線及び標柱１０号 
 と標柱１号を結んだ線に囲まれた土地の区域 

標柱番号 郡 市 町 村  字 番 地 

      １ 

       ２ 

       ３ 

       ４ 

       ５ 

       ６ 

       ７ 

       ８ 

       ９ 

     １０ 

山鹿市 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

鹿央町 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

千 田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

西屋敷 

〃 

男 山 

〃 

〃 

西屋敷  

〃 

〃 

〃 

〃 

３１００－１ 

３０９３－１ 

３２４５ 

３０９１－３ 

  〃 

３０９０－１ 

３０９３－２ 

３０９８ 

３１０１ 

  〃 
４ 桑鶴Ｂ地区急傾斜地崩壊危険区域 
  次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱７号までを順次結んだ線及び標柱７号と標 
 柱１号を結んだ線に囲まれた土地の区域 

標柱番号 郡 市 町 村  字 番 地 

      １ 

       ２ 

       ３ 

       ４ 

       ５ 

       ６ 

       ７ 

山鹿市 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

鹿央町 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

岩 原 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

桑 鶴 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

５１８０－１ 

５１７７ 

５１６６－１ 

  〃 

５１７２－１ 

５１８５ 

５１８４－１ 
５ 坂田２地区急傾斜地崩壊危険区域 
  次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱９号までを順次結んだ線及び標柱９号と標 
 柱１号を結んだ線に囲まれた土地の区域 

標柱番号 郡 市 町 村  字 番 地 

      １ 

       ２ 

       ３ 

       ４ 

       ５ 

       ６ 

       ７ 

       ８ 

       ９ 

山鹿市 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 坂 田 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

厄 神 

〃 

〃 

本 村 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

２２０３ 

２２０６－１ 

２２１２－２地先（道路） 

２２１５－３地先（道路） 

２３１４－１地先（道路） 

２３１５－２ 

２２２０－１ 

２２１０ 

  〃 
６ 尾園地区急傾斜地崩壊危険区域 
  次に掲げる土地に存する標柱１号から標柱１０号までを順次結んだ線及び標柱１０号 
 と標柱１号を結んだ線に囲まれた土地の区域 

標柱番号 郡 市 町 村  字 番 地 

      １ 

       ２ 

       ３ 

       ４ 

阿蘇郡 

〃 

〃 

〃 

小国町 

〃 

〃 

〃 

宮 原 

〃 

〃 

〃 

天神ノ上 

〃 

〃 

〃 

３５６４ 

  〃 

３５７０ 

３５７０地先（道路） 
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       ５ 

       ６ 

       ７ 

       ８ 

       ９ 

     １０ 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

  〃 

３５５７－３ 

  〃 

３５５７－３地先（水路） 

３５６２－１ 

３５６４地先（水路） 

７ 三坂地区急傾斜地崩壊危険区域（追加指定） 
  次に掲げる土地に存する標柱７号から標柱１４号までを順次結んだ線及び標柱１４号 
 と標柱７号を結んだ線に囲まれた土地の区域並びに次に掲げる土地に存する標柱１５号 
 から標柱２１号までを順次結んだ線及び標柱２１号と標柱１５号を結んだ線に囲まれた 
 土地の区域 

標柱番号 郡 市 町 村  字 番 地 

      ７ 

    ８ 

      ９ 

     １０ 

     １１ 

     １２ 

     １３ 

     １４ 

     １５ 

     １６ 

   １７ 

     １８ 

   １９ 

     ２０ 

     ２１ 

八代市 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

坂本町 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

中津道 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

鎌 瀬 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

中 尾 

三坂山 

〃 

柴 折 

〃 

中 尾 

〃 

〃 

〃 

和 田 

〃 

〃 

〃 

〃 

鎌瀬山 

１０６７ 

１６９６－１ 

１７０６ 

９７８ 

９７７地先（里道） 

１０１２地先（里道） 

１０１５ 

１０５３ 

１０２３－１ 

３３９－４ 

３６８地先（市道） 

３５７ 

３４９ 

３４０ 

３２６２ 
 

 
熊本県告示第１８６号 
 卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第６０条の規定により次のとおり地方卸売市場
の廃止を許可したので、熊本県卸売市場条例（昭和４６年熊本県条例第６７号）第３７条
の規定により公示する。 
  平成２１年３月１０日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 地方卸売市場の名称及び所在地 
  地方卸売市場株式会社山鹿魚市場 
  山鹿市山鹿３２３番地 
２ 廃止許可年月日 
  平成２１年２月２７日 

 
 
熊本県告示第１８７号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２１年３月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県八代市坂本町鮎帰ほ字殿迫口２７３１番１ 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字殿迫口２７３１番１（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県八代地域振興局並びに八代市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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熊本県告示第１８８号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規 
定により次のように保安林の指定施業要件を変更する旨農林水産大臣から通知を受けたの 
で、同法第３３条の３において準用する同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２１年３月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県八代市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、八代市（次 
 の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    八代市（国有林。次の図に示す部分に限る。）、八代市（次の図に示す部分に限 
   る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県八代地域振興局並びに八代市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
 
 
 
 
 
熊本県公告第１０９号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２１年３月１０日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    上益城郡益城町大字惣領字越川付８６０番９及び同８６０番８の一部 
  ２，２９６．７０平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 
  株式会社デイリーヤマザキ 

 
 
熊本県公告第１１０号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年３月１０日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    合志市豊岡字三町五反２０００番２１６０の一部 
    ４２１．７２平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   熊本市清水新地七丁目２番１５号－３０２号 
    中山 克哉  

 
 
熊本県公告第１１１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年３月１０日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    合志市須屋字二本松２７４５番２の一部 
    ２，０２２．０５平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
   菊池郡菊陽町光の森六丁目１９番地５ 
    有限会社大輝不動産 

 
 
熊本県公告第１１２号 
 熊本県卸売市場条例（昭和４６年熊本県条例第６７号）第２０条第２項の規定により次

 公  告 
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のとおり地方卸売市場における卸売業務の廃止の届出があったので、同条例第３７条の規
定により公示する。 
  平成２１年３月１０日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 卸売業者の名称及び所在地 

株式会社山鹿魚市場 
山鹿市山鹿３２３番地 

２ 卸売業務を行っていた地方卸売市場の名称及び所在地 
地方卸売市場株式会社山鹿魚市場 
山鹿市山鹿３２３番地 

 
 
熊本県公告第１１３号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年３月１０日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
    合志市合生字辻原３８５０番２６の一部 
    ４５９．８０平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   東京都立川市栄町三丁目３５番地６ 
    谷中 忠男 

 
 
熊本県公告第１１４号 
 菊池郡大津町に事務所を置く迫井手土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨
の届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定
により公告する。 
  平成２１年３月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

 役職名     氏   名    住  所 

 退任 

  理事 

  理事 

 理事 

  理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 監事 

 監事 

 監事 

 監事 

 

 就任   

  理事 

  理事 

 理事 

  理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 

  中尾 澄夫 

 光永 憲夫 

 中村 憲一 

 埋田 広教 

 藤本 一彦 

 野口 尊明 

 大塚 由充 

 西本 耕起 

 中村 良一 

 村上 秀隆 

 宮本 修 

 中尾 精一 

 東 公 

  中尾 一男 

 山本 豊秋 

 合志 辰章 

 中村 和彦 

 

  

 志賀 敏男 

 江藤 政孝 

 中尾 誠志 

 渡辺 守行 

 中村 憲一 

 東家 直樹 

 西村 冨貴子 

                 

  菊池郡大津町大字岩坂７９０番地 

  菊池郡大津町大字岩坂１２９番地 

  菊池郡大津町大字岩坂１７３番地１ 

  菊池郡大津町大字岩坂１７０番地 

  菊池郡大津町大字岩坂６２７番地 

  菊池郡大津町大字岩坂５６８番地 

 菊池郡大津町大字岩坂４０８番地 

  菊池郡大津町大字岩坂１３７９番地 

  菊池郡大津町大字中島６８番地 

  菊池郡大津町大字中島８３番地１ 

  菊池郡大津町大字中島４９番地 

  菊池郡大津町大字中島９７番地 

  菊池郡大津町大字中島２５番地 

 菊池郡大津町大字岩坂６６３番地 

  菊池郡大津町大字岩坂５４０番地 

  菊池郡大津町大字中島３７番地 

  菊池郡大津町大字中島１７１番地 

   

 

  菊池郡大津町大字岩坂８００番地 

  菊池郡大津町大字岩坂７６８番地 

  菊池郡大津町大字岩坂３１５番地 

  菊池郡大津町大字岩坂６１９番地 

  菊池郡大津町大字岩坂１７３番地１ 

  菊池郡大津町大字岩坂５５７番地 

 菊池郡大津町大字岩坂５０５番地 
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 理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 理事 

 監事 

 監事 

 監事 

 監事 

 山本 武敏 

 村上 恵一 

 宮本 修 

 合志 和典 

 村上 幸秀 

 荒木 博文 

 光永 徹 

 山本 精喜 

 芳﨑  優次 

 村上 孝則 

  菊池郡大津町大字岩坂１３２７番地 

  菊池郡大津町大字中島８８番地 

  菊池郡大津町大字中島４９番地 

  菊池郡大津町大字中島５３番地 

  菊池郡大津町大字中島１７番地 

  菊池郡大津町大字中島１８０番地 

 菊池郡大津町大字岩坂９９番地 

  菊池郡大津町大字岩坂５７１番地 

  菊池郡大津町大字中島７７番地 

  菊池郡大津町大字中島２４番地 
 

 
熊本県公告第１１５号 
  次のとおり一般競争入札に付する。 
    平成２１年３月１０日 
                                           熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１  競争入札に付する事項 
 (１)  委託業務の名称 
        水俣病総合対策医療事業等診療報酬明細書データ入力等事務委託業務 
  (２)  委託業務の内容 
    入札説明書及び仕様書のとおり 
  (３)  委託期間 
        平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで 
  (４)  入札方法 
    ア  入札金額は、水俣病総合対策医療事業等診療報酬明細書データ入力等事務委託業 
   務に要する費用とする。 
    イ  落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに 
   相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、小数点第３ 
   位以下の端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載す
ること。 

    ウ  入札説明書及び仕様書に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約入札 
   心得（昭和３９年熊本県告示第４２０号）の規定を準用する。 
    エ  入札書は、入札説明書に示す様式により作成すること。 
２  入札に参加できる者 
    次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 
 （１） 物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱 
    （平成１８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）による審査のうえ、 
   有資格者として営業種目情報処理業務に登録された者であること。 
    なお、入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、３に掲 
   げるところにより、要綱による審査を受け、入札参加資格を得ること。 
 （２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っ 
   た者又は申立てをされた者にあっては、当該申立てに係る更生計画認可決定を受け 
   ていること。 
 （３） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っ 
   た者又は申立てをされた者にあっては、当該申立てに係る再生計画認可決定を受け 
   ていること。 
 （４） ６の（３）の時点において、熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停 
   止等の措置要領（平成１４年熊本県告示第８１１号）による指名停止期間中でない 
   こと。 
 （５） 熊本県内に本店又は支店（営業所等を含む。）があり、担当技術者が常駐してい 
   ること。 
 （６） 電子計算機用データ入力に係る機械及び設備を備えていること。 
 （７） 平成２０年度を含む過去３年間に、診療報酬明細書に係るデータ入力及び点検等 
   の業務を受託した実績があること。 
 （８） 受注及び納品について、次の要件を満たすこと。 
    ア  熊本県の休日を定める条例（平成元年熊本県条例第１０号）に規定する休日（以 
   下「県の休日」という。）以外の日に、１日に２回（午前１１時及び午後４時）、

熊本県環境生活部水俣病保健課、水俣病審査課（県庁行政棟新館５階）及び熊本県
地域振興部情報企画課（県庁行政棟新館９階）において、受注及び納品をすること
ができること。 

    イ  アの日時以外でも、県が業務上必要と判断する場合においては、県の求めに応じ
て、随時にアに記載する場所において、受注又は納品をすることができること。 

３ 入札参加資格を得るための申請方法等 
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 （１） 申請の方法 
    ２の（１）に掲げる入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するも 
   のは、要綱に定める入札参加資格審査申請書（本競争入札参加のための申請である 
   旨を明示すること。）に必要書類を添付し、（２）の場所に持参又は郵送（書留郵

便に限る。）により提出すること。 
  (２)  入札参加資格審査申請書の入手先及び提出場所並びに申請に関する問い合わせ先 
    熊本県出納局管理調達課資格審査班（県庁行政棟本館２階） 
    郵便番号 862-8570 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    電話 096-383-1111 内線６３５０ ダイヤルイン  096-333-2581 
 （３） 入札参加資格審査申請書の受付期間 
    平成２１年３月１０日（火）から平成２１年３月１３日（金）までの日（県の休 
   日を除く。）の午前８時３０分から午後５時までとする。 
    ただし、受付期間終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、資格 
   審査が入札に間に合わないことがある。 
４  競争入札参加資格確認申請書の提出 
    本競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加資格確認申請書を提出し、 
  競争入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 
  (１)  提出期間 
        平成２１年３月１０日（火）から平成２１年３月１９日（木）までの日（県の休 
   日を除く。）の午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 
  (２)  申請書の入手先及び提出場所 
        ５に記載のとおり 
  (３)  提出方法 
        ５に記載する場所に持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出する。 
  (４)  競争入札参加資格確認結果の通知 
        競争入札参加資格確認の結果は、資格確認結果通知書により通知する。 
５  契約条項を示す場所 
    熊本県環境生活部水俣病保健課（県庁行政棟新館５階） 
    郵便番号  862-8570  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    電話  096-383-1111  内線７３８６  ダイヤルイン  096-333-2282 
６  入札手続等 
  (１)  入札に関する事務を担当する部局の名称 
        ５に記載のとおり 
  (２)  入札説明書及び仕様書の交付期間及び場所 
    ア  交付期間 
        平成２１年３月１０日（火）から平成２１年３月１９日（木）までの日（県の休 
   日を除く。）の午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 
    イ  交付場所 
        ５に記載のとおり 
  (３)  入札及び開札の日時及び場所 
    ア  日時 
        平成２１年３月２４日（火）午後２時から 
    イ  場所 
      熊本県庁行政棟新館８０２会議室（県庁行政棟新館８階） 
      郵便番号  862-8570  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
      電話  096-383-1111  内線３７２５ 
  (４)  入札書の提出方法 
        （３）記載の入札場所に持参するものとする。 
７  その他 
  (１)  入札、契約手続等において使用する言語及び通貨 
        日本語及び日本国通貨とする。 
  (２)  入札保証金 
        入札に参加しようとする者は、見積もった契約希望金額の１００分の５以上の金 
   額を６の（３）記載の入札の日時までに納付しなければならない。ただし、次のア 
   又はイのいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 
    ア  入札に参加しようとする者が、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に 
   県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険 
   証券を提出したとき。 
    イ  入札に参加しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札に 
      付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、か 
      つ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき（その者が落 
      札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき 
      に限る。）。 
  (３)  無効の入札 
        次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
    ア  競争入札参加資格を有しない者のした入札 
    イ  委任状を提出しない代理人のした入札 
    ウ  所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入 
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   札 
    エ  記名押印を欠く入札 
    オ  金額を訂正した入札 
    カ  誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
    キ  明らかに連合によると認められる入札 
    ク  同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入 
   札 
    ケ  ２以上の意思表示をした入札 
    コ  民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に基づく錯誤による入札であると入札 
   執行者が認めた場合の入札 
    サ  その他入札に関する条件に違反した入札 
  (４)  落札者の決定方法 
        有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申 
   込みをしたものを落札者とする。 
        ただし、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項 
   の規定に基づき、低入札価格について一定の基準価格を設けているため、その基準 
   価格を下回った価格で入札を行った者は、最低の価格をもって申込みをした者であ 
   っても落札者とはならない場合がある。 
  (５)  最低制限価格 
        無 
  (６)  契約書作成の要否 
    ア 契約書作成の要否 
      要 
    イ 契約の締結期限 
    落札者決定の日から７日以内とする。 
  ウ 落札者からの契約締結の申出期間 
      落札者決定の日から３日以内とする。 
  (７)  契約保証金 
        契約しようとする者は、契約担当者が指定する日時までに、契約金額の１００分 
   の１０以上の金額を納付しなければならない。ただし、次のア又はイのいずれかに 
   該当するときは、契約保証金の納付が免除される。 
    ア 契約しようとする者が、契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被 
   保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を 
   提出したとき。 
    イ  契約しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札に付する 
   事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、こ 
   れらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき（その者が、契約を 
   履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。 
  (８)  その他詳細は、入札説明書による。 
 
 
 
 
 
熊本県訓令第１号  
                                    本庁各部（局）課（総室・室・センター）    
                                    各  地  方  出  先  機  関    
 熊本県職員被服類貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
  平成２１年３月１０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   熊本県職員被服類貸与規程の一部を改正する訓令 
 熊本県職員被服類貸与規程（昭和３８年熊本県訓令甲第２号）の一部を次のように改正
する。 

第１０条第１項中「き損（亡失）届」を「被服類き損（亡失）届」に改める。 
別記第１号様式から別記第４号様式まで中「殿」を「様」に改める。 

附 則 
この訓令は、平成２１年３月１０日から施行する。 

 
 
 
 
 
熊本県立美術館協議会公告第１号 
 熊本県立美術館協議会の会議を次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
  平成２１年３月１０日 
                      熊本県立美術館協議会    
１ 日時 

 訓  令 

 登載依頼 
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  平成２１年３月１７日（火） 
  午後２時から午後４時まで 
２ 場所 
  熊本市二の丸２番 
  熊本県立美術館本館 事務棟２階会議室 
３ 議事内容 
（１）平成２０年度事業報告について 
（２）平成２１年度事業計画について 
（３）今後の美術館運営のあり方について 
（４）その他 
４ 傍聴者の定員 
   １０人 
５ 傍聴手続 
  （１） 傍聴希望者は、当該会議の会場前において受付のうえ、事務局の指示に従い、 
    会議の会場に入ることができる。 
 （２） 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問合せ先 
    熊本市二の丸２番 
    熊本県立美術館協議会事務局（熊本県立美術館学芸課） 
  （電話０９６－３５２－２１１１） 

 
 
熊本県薬事審議会公告第１号 
 熊本県薬事審議会の会議を次のとおり開催します。 
  平成２１年３月１０日 
                                     熊本県薬事審議会長     
１ 開催日時  
  平成２１年３月１８日  
  午後３時３０分から午後５時まで 
２ 開催場所  
  熊本市水前寺六丁目１８番１号  
  熊本県庁行政棟本館 ５階 審議会室 
３ 議題（報告事項のみ） 
 （１）改正薬事法の施行について 
  （２）献血者確保対策の推進について                                     
 （３）医薬品等の安全確保対策について 
 （４）麻薬・向精神薬の取扱並びに薬物乱用防止対策の推進について 
 （５）後発医薬品の安心使用等について 
４ 傍聴者の定員 １０名 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、傍聴人の氏名・住所を記載したうえ 
   で会議の会場に入ることができます。 
 （２）傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了します。 
６ 問合せ先 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県薬事審議会事務局（熊本県健康福祉部薬務衛生課薬事班） 
  電話 ０９６－３８３－１１１１（内線７１６４） 

 
 
熊本県都市計画審議会公告第３号 
 第１３３回熊本県都市計画審議会を次のとおり開催します。 
  平成２１年３月１０日 
                          熊本県都市計画審議会 
                           会長 両 角 光 男    
１ 開催日時 
  平成２１年３月２４日（火） 
  午後１時３０分から 
２ 開催場所 

熊本市水前寺六丁目１８番１号 
熊本県庁行政棟新館２階 多目的ＡＶ会議室 

３ 案件 
  【審議】 
   （１）建築基準法第５１条ただし書の規定に基づく産業廃棄物処理施設の位置の件 
      【熊本都市計画区域（合志市）：木くず破砕施設】 
   （２）建築基準法第５１条ただし書の規定に基づく産業廃棄物処理施設の位置の件 
      【荒尾都市計画区域（荒尾市）：廃プラスチック類、木くず及びがれき類破 
      砕施設】 
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（３）熊本都市計画区域区分の変更の件 
（４）熊本都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更の件 
（５）宇土都市計画道路の変更の件（大臣同意有り） 

      【宇土都市計画区域（宇土市）：水町大曲線】 
（６）宇土都市計画道路の変更の件（大臣同意無し） 

      【宇土都市計画区域（宇土市）：高柳境目線ほか２路線】 
４ 傍聴者の定員                                                           
  ２０名 
５ 傍聴手続 
 （１）審議会の傍聴を希望される方は、受付時間内に受付において整理券を配布します。 
 （２）受付時間は、審議会開会の１時間前から１０分前までとします。 
 （３）（１）において配布した整理券を持って、午後１時２０分に受付に集合してくだ 
   さい。 
 （４）傍聴を希望される方の総数が傍聴者の定員を超える場合は、抽選により傍聴者を 
   決定します。 
 （５）傍聴を認められた方は、受付において氏名及び住所を記入し、係員の指示に従い 
   会場に入室することができます。 
６ 傍聴するにあたっての守るべき事項 
  傍聴される方は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。 
  （１）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対 
    の意向等を意思表明することはできません。 
  （２）はり紙、旗、プラカードの提出、はち巻、腕章の類を身につける等示威的行為 
    はできません。 
  （３）会場内での飲食はできません。 
  （４）会場において、写真撮影、録画、録音等はできません。 
  （５）会場内で携帯電話等の通信機器を使用することはできません。 
  （６）その他会議開催中の秩序を乱したり、議事を妨害するようなことはできません。 

※ 上記のほか、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。 
※ 傍聴される方が以上のことをお守りいただけない場合は、退場していただく場合 
 があります。 

７ 非公開の案件 
  今回の審議会では「３ 案件」のうち、【審議】（１）から（３）については、「審 
 議会等の会議の公開に関する指針第３公開の基準」ア又はイに該当するため非公開とし、 
 傍聴はできません。 
  他の案件については、公開としますが、公開の案件の審議中であっても、「審議会等 
 の会議の公開に関する指針」第３公開の基準に該当する場合に至ったときには、あらか 
 じめ公開非公開の決定権限を会長に委任しておりますので、会長の判断により公開、非 
 公開の別を決定することとしています。 
８ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県都市計画審議会事務局（熊本県土木部都市計画課計画調整係） 
  （電話 ０９６－３３３－２５２０（直通））                              
 

 


